
掲示期間 4月1日～4月10日

新潟市長　　　中　原　　八　一

山崎製パン株式会社

株式会社ローソン

PayPay株式会社

LINE Pay株式会社

新潟市告示第　　　号

令和６年４月１日

保育料、延長保育料、一時預かり利用料および副食費収納事務の委託告示書

　子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日号外法律第６５号）附則第６条第５項、地方自治法施行令（昭和２２年５月３日号外政令第１６

号）第１５８条第１項および同施行令第１５８条の２第１項の規定に基づき、保育料、延長保育料、一時預かり利用料および副食費の収納事

務を次のとおり委託したので、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年６月１３日号外政令第２１３号）附則第８条第１項、地方自治法施行

令第１５８条第２項および同施行令第１５８条の２第６項の規定により告示する。

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

委託事務 保育料、延長保育料、一時預かり利用料および副食費の収納事務

株式会社しんきん情報サービス

株式会社第四北越銀行

受託者

委託期間

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

地銀ネットワークサービス株式会社

株式会社ファミリーマート

株式会社ポプラ

ミニストップ株式会社

株式会社セイコーマート
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